
こまつしま健祥会認定こども園

Ⅰ．福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１　理念・基本方針

判断の理由・取り組み状況
Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

[Ⅰ]  Ⅰ－１－（１）－①
　理念、基本方針が明文化され周知が
図られている。

ⓐ b c

幼保連携型認定こども園（以下「園」）が属する法人で
は、高齢・児童・障がい・教育・医療等、幅広い分野に
おけるサービス提供を行うとともに、“会是”や“理
念”、“グループ訓”、“行動指針”などを掲げ、実践
につなげている。また、法人が有する４つの認定こども
園でグループ（ドリームステージ）を構成し、グループ
の教育・保育理念と教育・保育方針を明確化している。
園が掲げる“礼儀と感謝を贈ります”という理念は、法
人理念にもとづく、グループの教育・保育理念を踏襲し
ている。園の教育・保育理念や教育・保育方針等は、文
書や広報紙等に記載し、地域等に向けて周知を図ってい
る。職員会議や研修会等の機会に、理念等について話し
あい、職員間での周知・徹底を図っている。また、保護
者等には重要事項説明書や保護者会等の機会に周知・説
明を行っている。

Ⅰ－２　経営状況の把握

判断の理由・取り組み状況

Ⅰ－2－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。
[２]  Ⅰ-２-(1)-①　事業経営をとり
まく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

ⓐ b c

園では、毎月の法人内の会議（園長会議、主任会議等）
や各団体・関係機関の会議への参加などにより、社会福
祉事業全体の動向や各福祉計画の策定動向等について把
握している。市の広報等の情報提供により、地域の子ど
も数・利用者像の変化、保育ニーズ、潜在的利用者に関
するデータ等の情報を収集している。把握・収集した情
報をもとに、園長と事務担当職員が中心となって、経営
環境や課題の分析に努めている。

[３]  Ⅰ-２-(1)-②　経営課題を明確
にし、具体的な取組を進めている。

ⓐ b c

園では、毎年、経営環境や保育内容、設備の整備、職員
体制、人材育成、財務状況等の現状分析にもとづき、来
期への課題を掲げている。出された課題は、法人本部や
ドリームステージ内で共有化を図るとともに、年度末の
職員会議等の機会に、職員間での周知を図っている。課
題の解決に向けて、中・長期計画や単年度事業計画等に
反映し、具体的な取り組みを行っている。

事業所名

自己評価

自己評価

徳島県　こまつしま健祥会認定こども園　R3 1 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会



Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
[４] Ⅰ－３－（１）－①
　中・長期的なビジョンを明確にした
計画が策定されている。

a ⓑ c

園では、教育・保育理念等の実現に向けた、３か年の
中・長期計画を策定している。計画には、３か年の“ビ
ジョン・目標”を掲げるとともに、その達成に向けて取
り組む“重点取り組みテーマ”、“テーマの設定根拠・
理由”を示し、３年間の取り組みの指標としている。ま
た、入園数の目安を記載した“経営ガイドライン”も記
載し、実践につなげている。しかし、園の経営環境や保
育内容、人材育成（研修体制・キャリアアップ制度等）
などの現状を把握・分析し、表出した課題や問題点等に
ついて記載するまでには至っていない。今後、中・長期
計画の策定にあたっては、把握・分析した課題や問題点
等を記載したうえで、現行の計画にそった“ビジョン・
目標”、“重点取り組みテーマ”、“テーマの設定根
拠・理由”などを策定することに期待したい。また、経
営ガイドラインにおいても、計画期間内における、小松
島市の保育所数や子どもの出生数・世帯数・０歳児から
５歳児までの動向等について、分析した内容を記載する
ことが望まれる。

[５]  Ⅰ－3－（１）－②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計
画が策定されている。

ⓐ b c

園では、教育・保育理念等の実現に向けた、単年度の事
業計画書を作成している。法人で立てられた、本年度の
“年訓”を踏まえつつ、ドリームステージの“総合方
針”や“重点戦略（経営戦略、ステージ力向上戦略）”
にもとづいて、計画を策定している。計画には、施設概
要や教育・保育理念、教育・保育基本方針を記載すると
ともに、各分野ごとの計画（全体的な計画、食育計画、
学校安全計画、学校保健計画、リスクマネジメント計
画、年間行事計画、職員研修計画、地域活動計画、設備
整備計画、職員研修計画）を策定している。また、資金
収支予算書も適切に作成し、計画的な事業の実施に向け
て取り組んでいる。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。
[６]  Ⅰ－３－（２）－①
　事業計画の策定と実施状況の把握や
評価・見直しが組織的に行われ、職員
が理解している。

ⓐ b c

園では、事業計画の策定にあたり、専門リーダーや職務
分野別のリーダーが、各クラス職員の意見や提案等を聞
きとり、集約している。集約した内容をもとに、策定会
議（園長・主幹・副主幹・事務担当）のなかで協議・検
討し、事業計画を作成している。半年ごとに、計画の進
捗状況について、職員会議等で確認している。随時、行
事計画や保育計画など、計画ごとの変更・見直しも行っ
ている。下半期には、事業計画の実施報告を行い、報告
に対する意見等にもとづいた見直しを行っている。見直
した内容は、職員会議や各クラスごとの報告の機会に周
知を図っている。

[７]  Ⅰ－３－（２）－②
　事業計画は、利用者等に周知され、
理解を促している。

ⓐ b c

園では、子どもや保護者等にかかわる内容について、保
護者会や個人懇談、保育参観などの機会に周知を図って
いる。新型コロナウイルス感染症等の流行下において
は、役員会に家族の代表者が出席した際に、計画に関す
る情報共有を行うなど、周知方法を工夫している。ま
た、随時、保護者等からの問い合わせについても適切に
対応している。

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
判断の理由・取り組み状況

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。
[８]  Ⅰ-４-(1)-①　保育の質の向上
に向けた取組が組織的に行われ、機能
している。

ⓐ b c

園では、平成２８年の開設当初より、保育所保育指針に
もとづき、保育の質の向上に向けて自己評価に取り組ん
でいる。本年度は、第三者評価の受審に向けて、主幹を
中心として全職員が参画し、評価基準にもとづく自己評
価も行っている。評価した内容について、副主幹・専門
リーダー・職務分野別リーダーチーフ等で協議・検討
し、改善に向けて継続的に取り組むなど、ＰＤＣＡサイ
クルにもとづく仕組みを整備している。また、ドリーム
ステージでは、６つの部会（園長部会、主幹部会、教
育・保育部会・給食部会・事務部会・システム部会・イ
クメン部会）を構成している。各部会のなかで、教育・
保育の質の向上に向けて協議している。組織的かつ計画
的な保育の質の向上に向けた取り組みは優れている。

[９]  Ⅰ-４-(1)-②　評価結果に基づ
き保育所として取組むべき課題を明確
にし、計画的な改善策を実施してい
る。 ⓐ b c

園では、園長や主幹・副主幹等が中心となって、自己評
価の結果について協議・検討している。表出した課題・
問題点等について、職員会議等で共有化を図り、改善策
を検討し、中・長期計画や事業計画等に反映している。
改善が必要なものについては、計画を策定したうえで、
実行・見直しの仕組みを整備している。

自己評価

徳島県　こまつしま健祥会認定こども園　R3 2 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会



Ⅱ．組織の運営管理
Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

判断の理由・取り組み状況
Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

[１０]  Ⅱ-１-(1)-①　施設長は、自
らの役割と責任を職員に対して表明し
理解を図っている。

a ⓑ c

園長は、自らの経営・管理に関する方針と取組を明確に
している。年度当初の職員会議や研修会等で表明し、職
員間での周知を図っている。職務分掌表を作成し、園長
としての役割や責任、担当業務について示すとともに、
有事における役割・責任や不在時の権限委任等について
明確化している。今年度は、県内の私立保育園連盟広報
誌に、園長の方針等を掲載するなど、関係機関や地域等
に向けた広報・周知も行っている。今後は、事業計画や
園だより、クラスだより等を活用し、園の経営・管理に
関する方針等を表明する機会を確保することが望まれ
る。

[１１]  Ⅱ-１-(1)-②　遵守すべき法
令等を正しく理解するための取組を
行っている。

ⓐ b c

園長は、職務分掌表のなかで、遵守すべき法令等につい
て理解に努めることを表明している。法人内の研修や徳
島県下の保育団体が開催する研修会等に積極的に参加
し、法令の把握・理解に努めている。職員会議等の機会
に、把握した法令等について周知を図り、職員間で法令
遵守が徹底されるよう取り組んでいる。また、社会福祉
に関する法令以外の幅広い分野に関する法令等に関して
も把握し、園の経営・運営面に活かしている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。
[１２]  Ⅱ-１-(2)-①　保育の質の向
上に意欲を持ち、その取組に指導力を
発揮している。

ⓐ b c

園では、中・長期計画のなかで、重点取り組みテーマと
して“高品質な教育・保育の構築～心と技を磨き資質向
上～”を掲げ、保育の質の向上に向けて取り組んでい
る。職員一人ひとりの専門性の強化に向けて、研修体制
の構築とソフトデザインの実施、専門性の確立、教育・
保育環境の充実、若手人材の育成、キャリアアップ制度
の確立などの取り組みを設定している。園長は、重点取
り組みテーマの達成に向けて、積極的に指導力を発揮し
ている。日ごろの教育・保育実践の場に自ら参加し、職
員に声をかけたり、助言を行ったりして、気づきを促す
よう工夫している。また、定期的に、職員と個別に話し
あう機会を確保し、保育の質の向上に向けた意見収集に
努めている。

[１３]  Ⅱ-１-(2)-②　経営の改善や
業務の実効性を高める取組に指導力を
発揮している。

ⓐ b c

園長は、職務分掌表のなかで、経営の改善や業務の実効
性の向上に向けた取り組みに指導力を発揮することを示
している。毎月、月次報告をもとに、人事や労務、財務
等を踏まえた現状分析・把握を行っている。また、保育
支援システム（ＩＣＴシステム）を導入し、登降園状況
の確認や子どもの病歴等の情報共有を行っている。さら
に、職員の健康づくりに向けて、健康診断やストレス
チェック、ハラスメントの防止に取り組むなど、業務の
改善に努めている。

自己評価

徳島県　こまつしま健祥会認定こども園　R3 3 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会



Ⅱ－２　保育士等の確保・育成
判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－２－（１）　保育士等の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。
[１４]  Ⅱ-２-(1)-①　保育士等の確
保・定着等に関する具体的な計画が確
立し、取組が実施されている。

ⓐ b c

園では、人材確保を課題のひとつと捉え、必要な人材や
人員体制に関する基本的な考え方等について、事業計画
等で示している。保育教諭等の確保については、法人本
部が一括採用している。事業計画のなかで、“ドリーム
ステージ年間行事計画（職員研修計画）”を作成し、計
画的な人材育成を実施している。また、職員の家庭事情
等に配慮して、パートタイマー制度への切り替えを行う
など、柔軟に対応している。さらに、近年は、男性保育
士を積極的に採用し、ドリームステージ内にイクメン部
会を設けるなど、保育士の定着に向けて具体的に取り組
んでいる。

[１５]  Ⅱ-２-(1)-②　総合的な人事
管理が行われている。

ⓐ b c

園では、法人のグループ訓で明確化された“期待する職
員像”にもとづく総合的な人事管理に取り組んでいる。
就業規則・給与規程のなかで、人事基準を明確化すると
ともに、評価（人事考課制度）・人材育成（目標管理制
度、研修制度）・活用（キャリアパス制度、職員配置の
明確化）・処遇（昇格基準等）を示している。各取り組
みについて、職員に周知も図っている。また、様々な福
利厚生を整備し、職員が自ら将来の姿を描くことができ
るような総合的な仕組みづくりを行っている。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。
[１６]  Ⅱ-２-(2)-①　職員の就業状
況や意向を把握し、働きやすい職場づ
くりに取り組んでいる。

ⓐ b c

園では、法人の行動指針のひとつである“職場での共
創”にもとづいて、働きやすい職場づくりに取り組んで
いる。職務分掌表のなかで、労務に関する責任体制を明
確化し、職員の勤務状況や就業管理を行っている。年２
回、園長による個別面談を実施し、職員一人ひとりの心
身の健康と安全の確保に努めている。また、半休取得を
整備するなど、ワーク・ライフ・バランスに配慮した取
り組みも実施している。さらに、法人全体で“女性が働
きやすい職場づくり”や“子どもサポート”、“仕事と
介護両立支援”など、種々の企業認定・認証を積極的に
取得し、働きやすい職場環境を目指している。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
[１７]  Ⅱ-２-(3)-①　職員一人ひと
りの育成に向けた取組を行っている。

ⓐ b c

園では、“期待する職員像”を明確化し、職員一人ひと
りの目標管理のための仕組みを構築している。キャリア
プランシートにもとづき、職員の知識・経験等に応じた
具体的な目標を設定している。園長との個別面談を通じ
て、目標項目、目標水準、目標期限を設定した目標管理
シートを作成している。半期ごとに、目標達成・取り組
み状況の確認のための個別面談を実施し、評価と振り返
りを行い、その結果を人事考課に反映している。

[１８]  Ⅱ-２-(3)-②　職員の教育・
研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

ⓐ b c

園では、事業計画書のなかで教育・研修に関する基本的
な考え方を明確化し、職員研修計画を策定している。職
員研修計画には、園内・外の研修計画のほか、法人本部
の研修やドリームステージでの研修についても記載し、
計画的に取り組んでいる。年度末には、計画の評価・見
直しを行い、次年度の計画に反映している。

[１９]  Ⅱ-２-(3)-③　職員一人ひと
りの教育・研修の機会が確保されてい
る。

ⓐ b c

園では、個別面談等を通じて、職員一人ひとりの知識や
技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。新任
職員には、ＯＪＴ研修の実施やスーパービジョン体制の
整備など、経験や習熟度等に配慮した個別の取り組みを
実施している。年度当初に、職員研修計画を策定し、園
内外における、階層別・職種別・テーマ別の研修を設
定・記載し、職員の知識・技術水準や希望等に応じて受
講できるよう支援している。また、外部研修受講費を負
担するなど、積極的な受講を推奨している。さらに、幼
稚園教諭免許の取得や更新をすすめ、費用負担や勤務調
整を行うなど、個別の要望にも配慮している。

自己評価

徳島県　こまつしま健祥会認定こども園　R3 4 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会



Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。
[２０]  Ⅱ-２-(4)-①　実習生等の保
育に関わる専門職の教育・育成につい
て体制を整備し、積極的な取組をして
いる。 ⓐ b c

園では、実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成に
ついて、基本的な姿勢を明確にしている。職務分掌表の
なかで、指導担当者を定めつつ、マニュアルを作成し、
実習生の受入れ体制を整備している。保育専門学校や大
学等と連携を図り、専門職ごとのプログラムを整備して
いる。また、県外からの受入れも行うなど、実習生や学
校等からの要望にそって柔軟に対応している。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保
判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。
[２１]  Ⅱ-３-(1)-①　運営の透明性
を確保するための情報公開が行われて
いる。

ⓐ b c

園では、ホームページ等を活用し、法人や園の理念・基
本方針、教育・保育の内容、事業計画、事業報告、決算
情報などを適切に公開している。自己評価の結果や苦
情・相談の体制、内容、改善・対応状況等については、
園内で閲覧することができるようにしている。また、地
域に向けて、法人の広報誌（健祥会だより）や園のパン
フレット等を配布し、園の活動などを伝えている。

[２２]  Ⅱ-３-(1)-②　公正かつ透明
性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。

ⓐ b c

園では、就業規則や経理規程等を策定し、公正かつ透明
性の高い運営に努めている。職務分掌表を作成し、職員
一人ひとりの権限・責任を明確化しつつ、職員間での周
知を図っている。定期的に、法人監査部による内部監査
や特定社会福祉法人として監査法人による監査支援等を
受けている。監査結果にもとづいて、経営改善に努めて
いる。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献
判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。
[２３]  Ⅱ-４-(1)-①　子どもと地域
との交流を広げるための取組を行って
いる。

ⓐ b c

園では、毎年、ドリームステージの総合方針にもとづ
き、年間の“地域活動計画”を策定している。計画に
は、地域との関わり方や基本的な考え方を明示し、５つ
の項目（地域子育て支援拠点事業、子育ての社会化、世
代間交流と人材育成、地域活動、情報公開・情報提供）
に分けて、取り組み内容を記載している。計画にそっ
て、子どもや家庭、保育所と地域間での交流を図ってい
る。また、新型コロナウイルス感染症の流行下において
も、安全面や地域の状況等に配慮しつつ、ＩＣＴを活用
して子育て公開講座を開催するなど工夫している。

[２４]  Ⅱ-４-(1)-②　ボランティア
等の受入れに対する基本姿勢を明確に
し体制を確立している。

a ⓑ c

園では、ボランティア受入れマニュアルを作成し、受入
れに関する基本姿勢を明文化している。受入れに伴う要
領を整備し、来訪時の手続き方法や伝えるべき留意事項
等について定めている。施設の清掃や行事の手伝い、保
育環境の事前準備、園児との交流など、幅広い分野のボ
ランティアを受け入れている。今後は、地域の学校教育
等への協力に関する考え方を記載するなど、さらなるマ
ニュアルの整備に期待したい。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。
[２５]  Ⅱ-４-(2)-①　保育所として
必要な社会資源を明確にし、関係機関
等との連携が適切に行われている。

ⓐ b c

園では、教育・保育を提供するために必要となる、関係
機関・団体などの社会資源を明示したリストや資料等を
作成している。社会資源のリストをファイルに綴り、職
員室に設置するとともに、職員会議で周知するなどし
て、職員間での共有化を図っている。子ども一人ひとり
の状況に応じて、専門機関から助言を得るなど、密に連
携を図っている。また、虐待等が疑われる場合には、児
童相談所等と連携している。

自己評価

自己評価
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Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。
[２６]　Ⅱ-４-(3)-①　地域の福祉
ニーズ等を把握するための取組が行わ
れている。 ⓐ b c

園では、夏祭りや運動会、毎週の清掃活動など、保護者
や地域等との交流活動を通じて、福祉ニーズや生活課題
等の把握に努めている。また、園内外で実施している、
公益的な事業や活動等の際にも、積極的なニーズ把握に
努めている。

[２７]  Ⅱ-４-(3)-②　地域の福祉
ニーズに基づく公益的な事業・活動が
行われている。

ⓐ b c

園では、毎年、“地域活動計画”を策定し、把握した福
祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動に取り組んで
いる。定期的に、子育て公開講座を開催したり、職員と
子どもが一緒に地域のボランティア活動に参加したりし
て、園が持つ知識・技術等を活かした地域貢献活動を
行っている。また、職員による野外での絵本や紙芝居の
読み聞かせを行うなど、公益的な支援活動を実施してい
る。

Ⅲ．適切な福祉サービスの実施
Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

判断の理由・取り組み状況
Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

[２８]  Ⅲ－１－（１）－①
　子どもを尊重した保育について共通
の理解を持つための取組を行ってい
る。

ⓐ b c

園では、教育・保育理念等のなかで、子どもを尊重した
保育の実施について明示している。職員倫理規程を策定
し、子どもの尊重や基本的人権を徹底する姿勢を示して
いる。年度当初に、倫理規程に関する研修を実施し、組
織内で共通の理解を持つよう取り組んでいる。廊下や共
用空間には、子どもを尊重した支援を行うための宣言や
訓示を掲示することで、子どもが倫理的な空気感のなか
で育つことができるよう、園独自の雰囲気を醸し出して
いる。定期的に人権チェックリストを活用したり、市が
開催する人権教育学級に参加したりして、さらなる意識
の向上を図っている。

[２９]  Ⅲ-１-(1)-②　子どものプラ
イバシー保護に配慮した保育が行われ
ている。

ⓐ b c

園では、教育・保育内容ごとの標準的な実施方法に関す
るマニュアルのなかで、子どものプライバシー保護への
配慮について記載している。日ごろの教育・保育のなか
で、排泄や水泳などの場面では、特に子どものプライバ
シーに配慮するよう努めている。外部からの目が届かな
いよう、黒いネットを用意するなど、環境の整備も行っ
ている。また、保護者等には、入園時の段階で、重要事
項説明書等を活用し、プライバシー保護と権利擁護に関
する取り組みについて説明している。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。
[３０]  Ⅲ-１-(2)-①　利用希望者に
対して保育所選択に必要な情報を積極
的に提供している。

ⓐ b c

園では、法人内にある４つの認定こども園の教育・保育
理念やデイリープログラム、年間行事等について記載し
た、パンフレット（健祥会だより）を作成している。パ
ンフレットは、行政機関や公共施設、ショッピングセン
ターなど、多くの人が入手できる場所に設置している。
園のホームページには、パンフレットに記載している事
項に加えて、園の特色や申込方法、建物の内観・外観写
真などを掲載し、保護者等が園の利用を検討する際に資
する情報提供を行っている。見学等の希望に対しては、
主幹・副主幹保育教諭が中心となって、資料やタブレッ
トを用いつつ、個別にていねいな説明を行っている。

[３１]  Ⅲ-１-(2)-②　保育の開始・
変更にあたり保護者等にわかりやすく
説明している。

ⓐ b c

園では、教育・保育の開始にあたり、重要事項説明書を
用いて、保護者等に説明し、同意を得ている。子どもの
年齢（３歳未満児、３歳以上児）にあわせたパワーポイ
ントを作成し、園の取り組みを映した写真や映像等によ
り、園での生活を想像することができるよう工夫してい
る。また、特に配慮が必要な保護者等への説明について
も、個別の特性を踏まえつつ、適切に取り組んでいる。

自己評価
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[３２]  Ⅲ-１-(2)-③　保育所等の変
更にあたり保育の継続性に配慮した対
応を行っている。

ⓐ b c

園では、他の園等への変更にあたり、教育・保育の継続
性に配慮した支援に取り組んでいる。子どもの卒園児に
は、子ども一人ひとりの保育要録を作成している。移
行・変更先と電話等で情報共有を行っている。保護者等
の希望に応じて、園での様子等を記載した“絆ファイ
ル”を作成し、退園後に資する情報を提供している。ま
た、他の園への変更などの退園時には、移行・変更先へ
電話等により、情報提供を行っている。担任の保育教諭
から、変更のあった保護者等に手紙を送付し、様子をう
かがうこともある。また、退園後も子どもや保護者等が
相談できるよう、相談窓口と担当者を設置している。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。
[３３]  Ⅲ-１-(3)-①　利用者満足の
向上を目的とする仕組みを整備し、取
組を行っている。

ⓐ b c

園では、日ごろの教育・保育のなかで、子どもの満足を
把握するよう努めている。定期的に、保護者向けのアン
ケートを実施したり、個人懇談を行ったりして、保護者
等の満足を調査している。把握した内容は、専門リー
ダーや職務分野別リーダーチーフ等により分析・検討
し、教育・保育の質の改善につなげている。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
[３４]  Ⅲ-１-(4)-①　苦情解決の仕
組みが確立しており、周知・機能して
いる。

ⓐ b c

園では、苦情解決体制（苦情解決責任者、苦情受付担当
者、第三者委員の設置）を整備している。園内の掲示物
や重要事項説明書等に、苦情解決体制を記載し、保護者
等に説明している。苦情発生時には、“苦情解決実施要
綱”にもとづき、速やかな対応を心がけている。協議・
検討した内容は、保護者等にフィードバックするととも
に、苦情内容及び解決結果等を記録・保管している。ま
た、個人情報等に配慮したうえで、事業報告書で公表
し、保育の質の向上につなげている。

[３５]  Ⅲ-１-(4)-②　保護者が相談
や意見を述べやすい環境を整備し、保
護者等に周知している。

ⓐ b c

園では、入園時の段階で、重要事項説明書を活用し、保
護者が相談や意見を述べる際に、複数の方法や相手を自
由に選べることを伝えている。園内に相談室を確保し、
相談や意見等を述べやすい環境を整備している。また、
第三者委員の連絡先も伝えることで、保護者等が直接相
談することができるよう工夫している。

[３６]  Ⅲ-１-(4)-③　保護者からの
相談や意見に対して、組織的かつ迅速
に対応している。

ⓐ b c

園では、苦情等に関する意見箱と給食に関する意見箱を
設置し、保護者等からの意見収集に努めている。定期的
に、アンケートや個別懇談会も実施して、相談や意見、
苦情等を聞き取っている。把握した相談等は、“苦情解
決実施要綱”に準じて、保護者等にフィードバックし、
組織的且つ迅速に対応している。また、苦情の内容や解
決方法等については、個人情報等に配慮しつつ、事業報
告書で公表している。
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Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。
[３７]  Ⅲ-１-(5)-①　安心・安全な
福祉サービスの提供を目的とするリス
クマネジメント体制が構築されてい
る。

a ⓑ c

園では、職務分掌表のなかで、リスクマネジメント責任
者・推進者を明確化するとともに、リスクマネジメント
計画を作成し、体制を整備している。計画には、事故発
生時における、リスクマネジメントの流れ（事故報告、
リスクの把握、リスクの分析、リスクへの対応、対応へ
の評価）を記載し、職員間で周知・徹底を図っている。
危機管理マニュアルや事故・けが対応マニュアルなど、
安全確保に向けた各マニュアルを整備している。また、
日ごろの教育・保育におけるヒヤリハットは、個別の保
育日誌に記録するとともに、必要に応じて抽出し、発生
要因の分析を行っている。今後は、園内のヒヤリハット
事例の収集について、組織全体（教育・保育、厨房、事
務など）で取り組むことが望まれる。また、定期的に、
収集した事例をもとに、発生要因を分析・検討し、さら
なる教育・保育の質の向上に取り組まれることに期待し
たい。

[３８]  Ⅲ-１-(5)-②　感染症の予防
や発生時における子どもの安全確保の
ための体制を整備し、取組を行ってい
る。

ⓐ b c

園では、職務分掌表等のなかで、感染症予防等に関する
責任者を明確化し、管理体制を整備している。感染症マ
ニュアル（予防・発生時対応）を作成するとともに、職
員会議や研修会等で、職員間での周知・徹底を図ってい
る。新型コロナウイルスの流行下においては、生活面で
気を付けることなどを記載した“コロナ生活マニュア
ル”を整備したり、保護者等に小まめに通知を送付した
りして、適切な対応に努めている。

[３９]  Ⅲ-１-(5)-③　災害時におけ
る子どもの安全確保のための取組を組
織的に行っている。

ⓐ b c

園では、“防災規程”や“防災対策要綱”、“防災マ
ニュアル”、“災害訓練マニュアル”、“地震・津波避
難マニュアル”、“津波発生時の避難確保計画”などを
策定し、災害時の対応体制を整備している。災害時に備
えた事業継続計画も策定し、事前準備・事前対策を講じ
ている。また、食料や備品類等の備蓄リストも作成し、
責任者を定めて適切に備蓄している。さらに、年２回、
近隣の消防署や高等学園、地域住民等とともに、合同避
難訓練を実施し、地域との協力関係を構築しつつ、災害
時に備えている。
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Ⅲ－２　サービスの質の確保
判断の理由・取り組み状況

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。
[４０]  Ⅲ-２-(1)-①　保育について
標準的な実施方法が文書化され保育が
提供されている。

ⓐ b c

園では、標準的な実施方法に関するマニュアルをまとめ
た“ドリームステージマニュアル”を作成している。職
員室にマニュアルを設置し、随時、確認できるようにし
ている。日ごろの教育・保育や職員会議等のなかで、標
準的な実施方法について、職員間での共有化を図ってい
る。

[４１]  Ⅲ-２-(1)-②　標準的な実施
方法について見直しをする仕組みが確
立している。

ⓐ b c

園では、定期的に、主幹・副主幹が、業務の実施方法に
関するマニュアルを確認している。法人内の園長部会や
主幹部会等のなかで、認定こども園間で協議・検討し、
マニュアルを検証・修正している。随時、職員や保護者
等からの意見や提案等を反映し、現状にそった内容とな
るよう取り組んでいる。また、マニュアルの修正箇所は
赤字で記載するなど、確認しやすいよう工夫している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。
[４２]  Ⅲ-２-(2)-①　アセスメント
に基づく指導計画を適切に策定してい
る。

ⓐ b c

園では、職務分掌表のなかで、指導計画作成の責任者を
設置している。アセスメントを通じて、子どもの発達状
況や生活状況等を把握するとともに、保育実施上のニー
ズを明らかにするよう努めている。全体的な計画にもと
づき、職員間でアセスメント内容を協議・検討し、個別
の指導計画を作成している。必要に応じて、関係機関等
とも連携を図り、子どもや保護者等の現状にそった計画
となるよう取り組んでいる。

[４３]　Ⅲｰ２ｰ(2)ｰ②　定期的に指導
計画の評価・見直しを行っている。

ⓐ b c

園では、毎月、クラスごとの個別指導計画の評価・見直
しを実施している。計画を見直す際には、日ごろの教
育・保育で確認した子どもの様子や、個人懇談や行事等
の機会に聞き取った保護者の意見等を参考にしている。
子どもの状況に変化があった際は、随時、計画を変更し
ている。見直した計画は、職員間で周知を図り、教育・
保育の質の向上につなげている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。
[４４]  Ⅲ-２-(3)-①　子どもに関す
る保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

ⓐ b c

園では、統一した様式により、子ども一人ひとりの発達
状況や生活状況等を記録している。毎月、主幹等によ
り、記録の書き方などについて確認・指導するなど、差
異が生じることのないよう工夫している。子どもの年齢
ごとに、指導計画の書き方に関する参考書類も整備して
いる。毎日の昼礼や職員会議などの機会に、記録内容の
共有化を図っている。また、ＩＣＴを活用し、情報共有
の仕組みを構築している。

[４５]  Ⅲ-２-(3)-②　子どもに関す
る記録の管理体制が確立している。

ⓐ b c

園では、記録管理の責任者を定め、記録の保管や保存、
廃棄に関する“文書保存管理マニュアル”を整備してい
る。あわせて、個人情報管理規程や個人情報保護マニュ
アルも策定し、個人情報の不適切な使用や漏洩時の対
策・対応方法を定めている。定期的に、個人情報管理に
ついての研修会を開催し、職員間での周知・徹底を図っ
ている。また、情報開示に関する規程も策定している。

自己評価
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こまつしま健祥会認定こども園

Ａ－１　保育内容
判断の理由・取り組み状況

Ａ－１－（１）　全体的な計画の作成
[Ａ１] Ａ－１－（１）－①
　保育所の理念、保育の方針や目標に
基づき、子どもの心身の発達や家庭及
び地域の実態に応じて全体的な計画を
作成している。

ⓐ b c

園では、児童憲章や児童の権利に関する条約、児童
福祉法、保育所保育指針などの趣旨を踏まえ、法人
で作成された全体的な計画をもとに、独自の計画を
作成している。計画の作成時は、園の教育・保育理
念等のもと、子どもの心身の発達状況や地域の実態
などを踏まえつつ、全職員で協議・検討している。
園の理念等について記載するとともに、子どもの年
齢ごとに、教育・保育における養護の取り組みや目
標について示し、保育教諭の指針となるようにして
いる。また、教育・保育内容以外に、研修計画や自
己評価、地域の実態に対応した保育事業と行事への
参加についても記載している。定期的に、計画の評
価・見直しを行い、次年度の計画作成に活かしてい
る。

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開
[Ａ２］Ａー１ー（２）ー①
　生活にふさわしい場として、子ども
が心地よく過ごすことのできる環境を
整備している。

ⓐ b c

園では、子どもが居心地よく過ごすことができるよ
う環境整備に努めている。定期的に換気等を行いつ
つ、各クラスに床暖房を配備し、子どもの年齢や状
態、気候などにあわせた温度・湿度の調整を行うな
ど、適切な環境を保持している。家具や玩具等に木
製や布製のものを使用したり、転倒防止シートやカ
バーを活用したりして、安全面に配慮している。廊
下等の共用空間にも、絵本等を設置して、子どもが
思いおもいの場所で過ごすことができるよう工夫し
ている。また、手洗い場やトイレは、衛生管理等を
徹底し、清潔に保つとともに、仕切りの高さを工夫
して、保育教諭が確認できるようにしている。

[Ａ３]Ａ－１－（２）－②
　一人ひとりの子どもを受容し、子ど
もの状態に応じた保育を行っている。

ⓐ b c

園では、教育・保育理念のなかで、多様かつ総合的
な子育て支援に最善を尽くすことを示している。日
ごろの登降園時や個人懇談会などの機会に、保護者
等から、子どもの家庭環境や生活リズム、発達状況
について聞き取っている。保護者等から聞き取った
内容は、毎日の昼礼等の機会に、職員間で共有化を
図っている。また、自己表現が苦手な子どもの気持
ちもくみ取ることができるよう努めている。職員
は、子どもの興味を大切に捉え、見守りの姿勢で教
育・保育に取り組んでいる。子どもに対する言葉づ
かいに関して、職員間で確認し、せかす言葉や制止
の言葉を不必要に用いないよう努めている。

[Ａ４]Ａ－１－（２）－③
　子どもが基本的な生活習慣を身につ
けることができる環境の整備、援助を
行っている。

ⓐ b c

園では、事業計画のなかで、“躾・情操・教育プロ
グラム”を策定し、子どもが基本的な生活習慣を身
につけることができるよう支援している。目標・ね
らい（遊びを通じた情操・教育、基本的生活習慣の
確立、決まりを守る大切さ）を設けるとともに、年
齢ごとに取り組む内容を記載している。絵本や紙芝
居等を使うことで、子どもが感情移入できるよう工
夫している。保護者等に対しては、一緒に子どもの
養育を行う“共育て”の考え方をもとに、送迎時や
連絡帳等を活用し、家庭生活における助言やアドバ
イスなどを行っている。

事業所名

評価結果
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[Ａ５]Ａ－２－（２）－④
　子どもが主体的に活動できる環境を
整備し、子どもの生活と遊びを豊かに
する保育を展開している。

ⓐ b c

園では、４つの教育・保育目標のなかで、“人の話
を聞き、自分で考え、行動できる子ども”を掲げる
など、子どもが主体的に生活することができるよう
教育・保育に取り組んでいる。園庭には、ブランコ
や滑り台、三輪車等の遊具を設置し、子どもが自由
に遊ぶことができるようにしている。ボール遊びの
空間を分けるなど、子どもが安全にわかりやすく遊
ぶことができるよう工夫している。園庭に芝を張っ
たり、木を植えたりして、自然と触れあうことがで
きるよう工夫している。３～５歳児は一緒に戸外で
遊ぶなど、異年齢での交流ができるようにしてい
る。食事をランチルームで取ることで、子どもの遊
びが継続できるよう配慮している。４歳以上の子ど
もには、室内でも個別に遊びたいこと・やりたいこ
とができるよう、一人ひとりに道具箱を準備してい
る。また、定期的に、音楽教室や体操教室、サイエ
ンス教室などを実施し、子ども自身が様々な取り組
みのなかで楽しみを見つけることができるよう取り
組んでいる。

[Ａ６]Ａ－１－（２）－⑤
　乳児保育（０歳児）において、養護
と教育が一体的に展開されるよう適切
な環境を整備し、保育の内容や方法に
配慮している。

ⓐ b c

園では、全体的な計画のなかで、乳児（０歳児）の
保育に関する３つの視点ごとに計画を作成し、教
育・保育に取り組んでいる。一人ひとりの月齢や咀
嚼・嚥下の状況などにあわせて、離乳食の形状など
に配慮している。調理室と連携が図りやすいよう、
部屋の配置を工夫している。床暖房を配備するとと
もに、低温火傷等にならないよう適切に活用するな
ど、乳児の生活に適した温度や環境等を整備してい
る。子ども一人ひとりの言葉や仕草、表情の変化に
反応することができるよう努めている。また、園内
でＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）に関する研修会
を開催し、職員間での理解を深めるとともに、日ご
ろの教育・保育のなかで留意すべきことを確認する
など、乳児保育における安全の確保に向けて周知・
徹底に取り組んでいる。

[Ａ７]Ａ－２－（２）－⑥
　３歳児未満（１・２歳児）の保育に
おいて、養護と教育が一体的に展開さ
れるよう適切な環境を整備し、保育の
内容や方法に配慮している。

ⓐ b c

園では、全体的な計画のなかで、５領域（健康、人
間関係、環境、言葉、表現）から、１歳児・２歳児
それぞれの教育・保育における配慮事項を定めてい
る。１歳児は、歩行の確立による行動範囲の拡大な
どを重視し、園庭や保育室で自由に探索活動を楽し
むことができるよう、見守る姿勢を大切にしてい
る。２歳児は、子ども一人ひとりの自己形成にあわ
せて、他者への受容と共感を大切に捉えている。お
絵かきがしたい場合はできる限り尊重するなど、子
どもの意思や気持ちに配慮している。また、子ども
同士のけんかがあった際には、言葉を通じて思いを
伝えるようにしている。

[Ａ８]Ａ－１－（２）－⑦
　３歳以上児の保育において、養護と
教育が一体的に展開されよう適切な環
境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

ⓐ b c

園では、全体的な計画のなかで、５領域（健康、人
間関係、環境、言葉、表現）における、３歳児・４
歳児・５歳児の教育・保育の視点を定めている。３
歳児には、写真を用いて片付けの仕方を説明した
り、排泄の自立に向けて支援したりして、基本的生
活習慣を確立することができるよう教育・保育に取
り組んでいる。４歳児には、他者理解ができる発達
段階であることを考慮し、一人ひとりに道具箱を準
備したり、文字に対する興味を促したりして、興味
の幅を広げつつ、感性にはたらきかけるようにして
いる。５歳児には、主体性を大切にしつつ、友達同
士で遊ぶことができるよう教育・保育に取り組んで
いる。様々な廃材を渡すことで、自由な発想により
創意工夫できるようにするなど、一人ひとりの個性
を大切にしている。また、音楽教室やサイエンス教
室、体操教室なども実施し、子どもの成長につなげ
ている。

[Ａ９]Ａ－１－（２）－⑧
　障がいのある子どもが安心して生活
できる環境を整備し、保育の内容や方
法に配慮している。

ⓐ b c

園では、障がいのある子どもの状況に配慮した保育
に取り組んでいる。入所時の段階で、保護者等から
子どもの特性や状況などを把握し、職員間で共有化
を図っている。把握した情報をもとに、関係機関等
と連携を図りつつ、一人ひとりに応じた保育を行っ
ている。児童発達支援センターの職員と連携を図
り、日ごろの生活状況等の情報を共有している。ま
た、職員は、市が開催する研修等に参加し、障がい
への理解を深めるとともに、障がいのある子どもの
保育に関する適切な情報を得るよう努めている。

徳島県　こまつしま健祥会認定こども園　R3 11 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会



[Ａ１０]Ａ－１－（２）－⑨
　それぞれの子どもの在園時間を考慮
した環境を整備し、保育の内容や方法
に配慮している。

ⓐ b c

園では、子どもの在園時間に配慮した教育・保育に
取り組んでいる。朝と夕方に延長保育を実施し、家
庭の状況にあわせて子どもを受け入れている。夕方
の保育では、時間の経過にあわせて、異年齢が一緒
に過ごすことができるよう合同保育を行っている。
おやつを複数のなかから選択できるなど、子どもが
延長保育を楽しむことができるよう工夫している。
朝・夕の延長保育における“申送り簿”を作成し、
各担任と共有化を図っている。また、玄関に、一日
の保育の様子等を撮影した写真を貼りだし、送迎時
に保護者等が確認できるようにしている。

[Ａ１１]Ａ－１－（２）－⑩
　小学校等との連携、就学を見通した
計画に基づく、保育の内容や方法、保
護者との関わりに配慮している。

ⓐ b c

園では、全体的な計画のなかで、小学校との接続
（連携）について記載している。子どもが進学予定
のすべての学校と連携を図り、子どもや地域等の状
況について情報共有を行っている。毎年、近隣小学
校と連携し、体験入学を実施している。年１回、市
が主催する、地域の幼稚園・小学校・中学校・高等
学校が集まる連絡協議会に参加し、地域の学校や子
どもの状況等の把握に努めている。保護者等の希望
に応じて、園での様子等を記載した“絆ファイル”
を作成し、学校生活に資する情報提供に努めてい
る。また、現在、小学校教育への円滑な移行に向け
て、字を書くことを練習するなど、“アプローチカ
リキュラム”の策定に努めている。

Ａ－１－（３）　健康管理
[Ａ１２]Ａ－１－（３）－①
　子どもの健康管理を適切に行ってい
る。

ⓐ b c

園では、全体的な計画のなかで、子どもの年齢ごと
に健康に関する教育・保育の指針を定めている。毎
年、“学校保健計画”を作成し、年間の検診予定や
定期計測計画、月ごとの保健目標・保健教育の取り
組みなどを記載し、計画的に取り組んでいる。入所
時の段階で、重要事項説明書等を活用し、健康管理
に関する取り組みや感染症対策などについて、保護
者に説明している。子どもには絵本や紙芝居等を活
用し、健康や衛生面（歯磨き・うがい・手洗いな
ど）が大切であることを伝えている。また、園内で
ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）に関する研修会を
開催し、職員間での知識・理解を深めている。午睡
の際には、５分～１０分ごとに、子どもの様子を確
認し、チェック表に記載している。

[Ａ１３]Ａ－２－（１）－①
　健康診断・歯科検診の結果を保育に
反映している。

ⓐ b c

園では、毎年、“学校保健計画”を作成し、年間の
各検診の実施に関する計画を示している。毎月、身
体測定を実施し、子ども一人ひとりの成長を記録し
ている。年２回の歯科検診や年１回の尿検査なども
実施している。健康診断等の結果は、口頭や書面で
保護者に報告している。必要に応じて、早期治療な
どの対策を促している。肥満気味の子どもに対して
は、個別に保護者等と食事相談を行うなど、子ども
一人ひとりの健康状態に配慮している。また、定期
的に、４歳児に対する園内での視力検査も実施して
いる。

[Ａ１４]Ａ－１－（３）－③
　アレルギー疾患、慢性疾患等のある
子どもについて、医師からの指示を受
け、適切な対応を行っている。

ⓐ b c

園では、“アレルギーマニュアル”などを策定し、
子ども一人ひとりの状況にあわせた適切な対応を
行っている。入所時の段階で、保護者からアレル
ギー等に関する情報を確認している。把握した情報
は、担任や管理栄養士等に共有化を図りつつ、医師
の指示等をもとに、アレルギー除去食などを行って
いる。年１～２回、アレルギー懇談を行い、子ども
の体調や様子等を共有し、計画に反映している。食
事を提供する際は、アレルギー食と普通食とで棚を
分けるなど、配膳を誤ることがないよう工夫してい
る。席の配置を工夫し、アレルギーの子どもが孤独
を感じることのないよう配慮している。また、ド
リームステージ内で“給食部会”を組織し、アレル
ギー対応について話しあうとともに、協議内容を園
内で共有するなど、職員間の理解を深める取り組み
も実施している。
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Ａ－１－（４）　食事
[Ａ１５]Ａ－１－（４）－①
　食事を楽しむことができるよう工夫
している。

ⓐ b c

園では、全体的な計画のなかで、食育の推進につい
て定めるとともに、年間の食育計画を作成してい
る。食育計画には、４つの食育目標のもと、月ごと
のテーマや食育活動、行事食、旬の食材などを記載
し、子どもが食を営む力を身につけることができる
よう取り組んでいる。毎月、給食会議を開催し、子
どもの食べやすい味付けや調理方法などについて検
討している。食育活動では、田植えや野菜の収穫体
験、餅つきなどを行い、食事に対する興味・関心を
持つことができるよう取り組んでいる。食堂と調理
室のあいだをガラスの棚で仕切ることで、調理員が
子どもの食事風景を確認できるようにしている。ま
た、誕生日食は子どものリクエストを取り入れた
り、３月にビュッフェ形式の食事を提供したりする
など、食事が楽しみなものとなるよう工夫してい
る。

[Ａ１６]Ａ－１－（４）－②
　子どもがおいしく安心して食べるこ
とのできる食事を提供している。

ⓐ b c

食事は、園で調理したものを提供している。管理栄
養士が立てた献立をもとに、栄養バランスの取れた
食事を提供している。年間の食育計画に、旬の食材
献立を計画し、季節を感じることのできる食材を活
用したり、行事食を提供したりして、食育に取り組
んでいる。食材は、地産地消を心がけるとともに、
すだちなどの地域の特産品をメニューに取り入れて
いる。毎月、給食会議を開催し、子どもの好き嫌い
や食事量、調理方法などについて、協議・検討して
いる。また、“食品検収・保管マニュアル”や“検
食マニュアル”、“加熱調理食品中心温度マニュア
ル”などを策定し、子どもが安心して食べることが
できる食事の提供に取り組んでいる。

Ａ－２　子育て支援

Ａー２－（１）　家庭と緊密な連携
[Ａ１７」]Ａ－４－（１）－①
　子どもの生活を充実させるために、
家庭との連携を行っている。

ⓐ b c

園では、保護者と一緒に子どもの養育を行う“共育
て”の考え方をもとに、家庭と連携を図りつつ、教
育・保育に取り組んでいる。園内での子どもの状況
は、連絡帳を活用したり、登降園時に話したりし
て、保護者と共有している。毎日、その日の出来事
や写真等を掲載したボードを玄関に掲示し、子ども
を迎えに来た保護者が取り組みを確認できるように
している。毎月、クラス便りを発行し、園での取り
組みや子どもの様子などを伝えている。年２回、個
人懇談会を実施し、家庭での子どもの様子や子育て
における悩みなどを聞き取っている。また、保護者
の希望に応じた個人懇談も行っている。
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Ａー２－（２）　保護者等の支援
[Ａ１８]Ａ－２－（２）－①
　保護者が安心して子育てができるよ
う支援を行っている。

ⓐ b c

園では、登降園時等の機会に、保護者とコミュニ
ケーションを図り、信頼関係を築くよう取り組んで
いる。年２回、個人懇談会を開催し、子どもの情報
を共有しつつ、保護者の子育てにともなう悩みや困
りごと等を聞き取っている。希望に応じて、個別に
個人懇談も実施している。保護者等から聞き取った
内容は、園内で共有化を図っている。また、平日に
は、地域の未就園児とその保護者を対象として、地
域子育て支援センターを開設し、子育てにおける地
域の福祉拠点としての役割を果たしている。さら
に、年２回、子育て公開講座を開催し、保育士がも
つ知識を提供する機会を設けるなど、組織的に取り
組んでいる。

[Ａ１９]Ａ－２－（２）－②
　家庭での虐待等権利侵害の疑いのあ
る子どもの早期発見・早期対応及び虐
待の予防に努めている。

ⓐ b c

園では、“児童虐待マニュアル”を策定し、虐待の
予防や早期発見・早期対応などに取り組んでいる。
毎年、虐待に関する研修会を実施し、職員間での周
知・徹底を図っている。登園時に、子どもと保護者
の様子や表情などに変化がないか確認するととも
に、着替えや身体測定等の機会に、子どもの身体状
況を注意深く観察し、早期発見に努めている。虐待
等が疑われる場合には、職員間で十分に共有しつ
つ、児童相談所等の関係機関と連携を図り、慎重に
対応する体制を整備している。

Ａ－３　保育の質の向上

Ａー３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）
[Ａ２０]Ａ－３－（１）－①
　保育士等が主体的に保育実践の振り
返り（自己評価）を行い、保育実践の
改善や専門性の向上に努めている。

ⓐ b c

園では、年２回、保育士等の自己評価を実施し、日
ごろの教育・保育の取り組みについて、職員自ら振
り返る機会を設けている。自己評価の結果は園長が
確認し、日ごろの教育・保育における課題を抽出し
ている。抽出された課題をもとに、園長・主幹・副
主幹で話しあい、保育実践の改善や専門性の向上に
つなげている。また、年６回、ドリームステージ内
で副主幹部会を開催し、園内における年間の取組み
や抽出された課題を報告し、次年度の計画に活かす
よう協議・検討するなど、組織的に取り組んでい
る。
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